
京都市告示第   号 

 計量法第２０条第１項の規定に基づき，指定定期検査機関を次のとおり指定しました。 

  平成２４年３月３０日 

                            京都市長 門川 大作 

１ 指定定期検査機関の名称及び所在地 

  一般社団法人京都府計量協会 

  京都市伏見区深草下川原町１番地の１コトーハイツ伏見稲荷Ｃ棟３２５号 

２ 定期検査を行う地域 

  京都市内全域 

３ 定期検査を行う特定計量器 

  質量計 

４ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日 

（計量検査所） 
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